
亀山市事務分掌規則の一部を改正する規則をここに公布する。  

平成２９年３月３１日  

                 亀山市長  櫻  井  義  之  

亀山市規則第１号  

 

   亀山市事務分掌規則の一部を改正する規則  

 

 亀山市事務分掌規則（平成１８年亀山市規則第１号）の一部を次

のように改正する。  

 第５条第２項中第２号を削り、第３号を第２号とし、同号の次に

次の１号を加える。  

（３）地域まちづくり協議会に関すること。  

 第５条第２項第１１号中「亀山市関町北部ふれあい交流センター

及び」を削り、同項第１２号中「亀山市地区コミュニティセンター」

の次に「、亀山市地区関町北部ふれあい交流センター」を加える。  

第７条第３項第１号中「、亀山市衛生公苑及び亀山市関衛生セン

ター」を「及び亀山市衛生公苑」に改め、同条第６項第３号中「三

泗鈴亀農業共済事務組合」を「三重県農業共済組合」に改める。  

   附  則  

 この規則は、平成２９年４月１日から施行する。  


